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ＪＲローカル線駅周辺活性化モデル事業実施要領（播但線） 

 

  ＪＲローカル線の駅舎や駅周辺の遊休不動産等を活用し、駅周辺に人の流れや賑わいを

生み出す地域主体の活動（事業者、自治体等の地域団体、学校等の取組）の経費を補助す

る。 

 

１ 事業の概要 

（１）目的 

ＪＲローカル線の駅舎や駅周辺の遊休不動産等を活用し、駅周辺に人の流れや賑わい

を生み出す事業者、自治会等の地域団体、学校等の取組を支援することにより、駅周辺

の活力や魅力を向上させ、ひいてはローカル線の利用拡大を図る。 
 

（２）事業内容 

   駅周辺活性化の取組を一定期間継続的に行う事業者や地域団体等に対し、県・沿線市

町が協調して支援を実施する。 

 

（３）補助対象期間 

   令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

  ※ただし、審査会（令和６年７月開催予定）までに完了する事業は対象外 

 

（４）補助金の額 

  １市町で実施の場合 最大 20 万円（県 10 万円 市町 10 万円） 

  ２市町で実施の場合 最大 40 万円（県 20 万円 各市町 10 万円） 

※ 県市町とも千円未満の端数切り捨て 

 

（５）補助対象経費 

駅周辺に人の流れや賑わいを生み出す取組に要する経費 

（人件費（アルバイト等の賃金に限る）、旅費、謝金、商品の調達費、資材費、広報

費、光熱水費、通信料、賃料、リース料、その他知事が必要と認める経費） 

※ただし、食糧費は対象外とする 

（注）審査会において承認された取組に要する経費であれば、審査会の結果（採択）

通知の日から補助金の交付決定日までに発注、納品又は支払いが行われている

経費も補助の対象とする。 

 

（６）事業の流れ 

 ① 必要書類の作成 

 ② 朝来市、神河町または但馬県民局に提出 

   → 審査会を開催（書面審査）後、審査結果の通知 

 ③ 申請書等の作成 
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   → 受理後、交付決定 

 ④ 事業の実施 

 ⑤ 実績報告書、補助金請求書の提出 

→ 受理後、内容確認のうえ補助金の支払い 

 

２ 補助事業の対象となる団体 

 ＪＲ播但線の寺前駅～和田山駅の間の駅やそれらの駅周辺を含む地域において、一定期

間継続して、人の流れや賑わいを生み出す取組を新たに実施する事業者、地域活動を行う

団体（自治会等）や個人、学校等で、以下の要件を全て満たすものとする。 

 
（団体の場合） 
① 規約や代表者を定めていること。 

 ② 営利活動、宗教活動及び政治活動を主たる目的とした団体又は法人でないこと。 
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定める暴力団又は暴力団と
密接な関係にある団体又は法人でないこと。 

 ④ その他、公共の福祉に反する活動を行う団体又は法人でないこと。 

 

３ 補助対象事業 

（１）補助対象となる事業 

   ＪＲ播但線の寺前駅～和田山駅間の中で事業を展開し、駅舎や駅周辺の遊休不動産等

を活用し、駅周辺に人の流れや賑わいを生み出す事業者、自治会等の地域団体、学校等

の取組を支援することにより、駅周辺の活力や魅力を向上させ、ひいてはローカル線の

利用拡大を図る。 

（例） 

○ 駅舎の空きスペースを利用したカフェやサービス提供 

○ 自治会や地域の学校等と連携した駅周辺での賑わいづくり 

○ 空き家の廃材等を活用したベンチの製作・設置・管理活動（アップサイクルベンチ） 

 

（２）補助対象としない事業 

   次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。 

   ① 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

   ② 反社会的な活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業 

   ③ 本事業と同一（又は一部同一）の内容で、兵庫県（以下「県」という。）又は県の

外郭団体から補助を受ける事業 

   ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定める暴力団又は暴力

団と密接な関係にある団体又は法人でないこと。 

   ⑤ 国、県、市その他団体からの受託事業 

   ※正しい報告が行われなかった場合や記載漏れが判明した場合は、採択後であっても
採択を取り消す場合がある。 

 

４ 応募手続 
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（１）応募 

① 提出書類 

・ＪＲローカル線駅周辺活性化モデル事業応募書（播但線）（様式第１号） 

・ＪＲローカル線駅周辺活性化モデル事業計画書（播但線）（別紙１） 

・収支予算書（別記） 

・誓約書（様式第１号の２（第３条関係）） 

・団体概要書（別紙２） 

※書類の様式は、県ホームページからダウンロード 

 

② 募集期間 

令和６年６月 12 日（水）10 時～７月５日（金）17 時（必着） 

 

③ 提出方法及び提出先 

メール又は郵送にて受付する。 

（但馬県民局県民躍動室地域振興課） 

住 所：〒668-0025  豊岡市幸町 7-11 

メール：tajimakem@pref.hyogo.lg.jp 

電 話：0796-23-1475 

 

   （朝来市都市整備部都市政策課） 

    住 所：〒669-5292 朝来市和田山町東谷 213-1 

メール：toshiseisaku@city.asago.lg.jp 

電 話：079-672-6127 

 

   （神河町ひと・まち・みらい課） 

    住 所：〒679-3116 神崎郡神河町寺前 64 

    メール：hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp 

    電 話：0790-34-0002 

 

５ 審査会の開催 

（１）実施日  

令和６年７月予定 

 

（２）応募事業の採択 

審査に基づく補助事業の採否（採択／不採択）および補助金額については、文書で通

知する。 

 

（３）審査項目 

   以下の６つの審査項目ごとに、評価する。 
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①  事業内容 

・動機・目的に明確性があり、事業に対する熱意、創意工夫等が見られる内容か。 

・駅周辺の集客を高める効果や、イメージの向上に資する内容か。 

・行政が行う利用促進施策との連携の可能性を秘めているか。 

・今後の成長や、横展開の可能性を秘めているか。 

② 実現可能性・持続性 

・事業内容やスケジュールは妥当か。 

    ・事業実施に必要な資金・人材・代表者の経験・能力等を有しているか。 

 

（４）審査会の公開 
非公開とする。 

 

６ 事業の実施、補助金の交付等 

補助金に関する交付申請、交付の決定、交付、事業の変更、事業の報告、補助金の返還

等については、別に定める令和６年度土木部補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）

に従って行う。 

（１）補助事業の広報 

事業実施にあたって作成される広報媒体等（チラシやポスター、ホームページ、当日

配布資料等）に、下記の例を参考に、補助金が活用されている旨の周知を必ず行うこと。 

【記載例】 

この事業は、令和６年度ＪＲローカル線駅周辺活性化モデル事業による補助金を活用

して実施しています。 

 

（２）実績報告 

補助事業が完了した場合は、事業完了後 30 日以内または翌年度の４月 10 日のいずれ

か早い日に実績報告書の提出すること。 

また、補助事業の適正な履行を確保するために、事業完了前にヒアリング調査や事業

実施への立ち会いを実施する場合がある。 

○提出書類 

・ＪＲローカル線駅周辺活性化モデル事業実績報告書（様式第８号） 

・補助対象経費を支払ったことを証する領収書等の写し 

・その他参考となる資料 

 

（３）補助金の交付 

① 補助事業実績報告書を審査、額の確定を行った後、請求に基づき指定口座へ振り込む。 

② 必要と認められる場合は、補助決定額の２分の１以内の額（千円未満切り捨て）で概

算払する。 

○提出書類 

・補助金請求書（様式第 10 号） 
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・補助金概算払請求書（様式第 10 号の２） 

 

（４）補助金の返還 

補助を受けた団体は、次に掲げる事項の一つに該当する場合は、既に交付した補助金

の一部又は全部を県へ返還しなければならない。 

① 交付要綱の規定に違反したとき 

② 補助金を本事業以外の用途に使用したとき 

③ 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

④ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

⑤ 暴力団であるとき など 

 

８ その他 

（１）活動結果の公開 

播但沿線地域で駅周辺活性化や播但線の利用促進活動に取り組む団体間の交流を促

進するとともに、当該事業による成果を広く発信するため、県ホームページ等で公開す

る。 

 

（２）関係書類の保管 

補助を受けた団体は、補助金交付にかかる帳簿、収入及び支出についての証拠書類を、

補助事業が完了した年度の翌年度から５年間（令和 11 年度まで）保存しなければなら

ない。 

 

（３）取得物品等の処分の制限 

補助を受けた団体が本事業を実施した結果、取得した物品等については、交付要綱に

従い、一定の期間、処分が制限される。 

 


